
 

 

定 款 一 部 変 更 

 

 

                  定款の新旧対照表 

 

           旧条文                  新条文           

 

      第３章 会員               第３章 会員 

  （会員の資格）              （会員の資格） 

   第６条 本会の会員たる資格を有する者は、 第６条 本会に次の会員を置く。     

荏原税務署の管轄区域内に所在する法人ま   (1)正会員 荏原税務署管内に所在する法 

   たは法人の事業所で、本会の目的および事   人（管内に事業所を有する法人を含む） 

業に賛同する者とする。                    で、本会の目的および事業に賛同して入 

会した者。 

                         (2)賛助会員 本会の事業を賛助するため 

入会した者 

 

 

   第６章 会議               第６章 会議 

（総 会）                （総 会） 

第25条 総会を分けて、通常総会および臨  第25条 総会を分けて、通常総会および臨 

時総会とし、いずれも会員の全員をもって  時総会とし、いずれも正会員の全員をもっ 

組織する。                て組織する。 

 

 

（総会の開催および招集）         （総会の開催および招集） 

第26条                  第26条 

  ２ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、 ２ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、 

または会員総数の５分の１以上もしく    または正会員総数の５分の１以上もし 

は監事が会議の目的たる事項を示して    くは監事が会議の目的たる事項を示し 

請求したときに開催する。         て請求したときに開催する。 

      

 

  （会員の表決権）             （会員の表決権） 

  第27条 会員は各１個の表決権を有する。  第27条 正会員は各１個の表決権を有する。 

  ２ 会員は、前項の表決権を行使するため   ２ 正会員は前項の表決権を行使するため 

に総会に各１名の代表を出席させる。         に総会に各１名の代表を出席させる。 

    ３ 会員は、委任状をもって、総会におけ   ３ 正会員は委任状をもって、総会におけ 

る表決権の行使を他の出席会員に委任     る表決権の行使を他の出席会員に委任 

することができる。この場合、委任し     することができる。この場合、委任し 

た会員は出席したものとみなす。       た正会員は出席したものとみなす 

 

 

 



 

 

 

 

  （総会の議事）              （総会の議事） 

   第28条 総会は、全会員の過半数が出席し  第28条 総会は、正会員の過半数が出席し 

なければ成立しない。           なければ成立しない。 

   ２ 総会の議事は、この定款に別段の定め  ２ 総会の議事は、この定款に別段の定め 

がある場合を除くほか、出席会員の過    がある場合を除くほか、出席正会員の 

半数でこれを決し、可否同数のときは    過半数でこれを決し、可否同数のとき 

議長の決するところによる。        は議長の決するところによる。 

 

 

第８章 定款の変更および解散        第８章 定款の変更および解散 

（解 散）                （解 散） 

  第44条 本会は、総会において会員の過半  第44条 本会は、総会において正会員の過 

数が出席し、その３分の２以上の決議    半が出席し、その３分の２以上の決議 

により解散することができる。       により解散することができる。 

   

 

 

                        附  則 

                  10 この定款の一部変更（第6条関係、第 

                    25条関係、第26条関係、第27条関係、 

                    第28条関係、第44条関係）は東京国税 

                    局長の認可があった日から施行する。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


